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問い合わせ
国保・医療給付グループ（緯○⚘⚕⚑⚗⚗⚑）国民健康保険からのお知らせ

⚘月⚑日（日）以降に継続して入院する方や入院予定
がある方など限度額認定証が必要な方は、⚘月⚒日
（月）以降、国民健康保険窓口または各支所にて手続き
をしてください。（各支所で手続きをした場合は後
日郵送します）
なお、限度額認定証は手続きをした月の⚑日から
有効になります。手続きが翌月になると、医療機関
窓口での負担軽減はされませんのでご注意ください。
（この場合は高額療養費の手続きが必要です）
■交付できる方
毅⚗⚐歳未満の国民健康保険加入者
毅⚗⚐歳から⚗⚔歳までの住民税非課税世帯の国民健康
保険加入者
※国民健康保険税の納付状況などによっては交付で
きない場合があります｡
■手続きに必要なもの
毅保険証、朱肉を使う印鑑
■限度額認定証とは 入院時の医療費や食事代など
の自己負担額が高額になる場合、あらかじめ市に
申請をして、交付された認定証を医療機関の窓口
に提示することで、窓口での負担額を限度額まで
とすることができるものです。

⚗⚐歳～⚗⚔歳の国民健康保険加入者に、新しい高齢
受給者証を⚗月下旬に郵送します。
なお、現在ご使用の高齢受給者証の有効期限は⚗
月⚓⚑日臥ですのでご注意ください。
また、⚘月⚒日俄以降⚗⚐歳になる方には、誕生日
の翌月（誕生日が各月の⚑日の方はその月）⚑日か
ら使用できる高齢受給者証を前月の下旬までに郵送
します。
新しい高齢受給者証の有効期限は平成⚒⚓年⚗月⚓⚑
日蚊（有効期間中に⚗⚕歳になる方は、誕生日の前日
です。

▼⚗⚐歳以上の方の自己負担割合

※⚗⚐歳以上の加入者のうち、⚑人でも市・道民税の
課税標準額が⚑⚔⚕万円を超える世帯の方。ただし、
⚗⚐歳以上の加入者の収入が⚑人で⚓⚘⚓万円未満、
⚒人以上で⚕⚒⚐万円未満の場合を除きます。
詳しくはお問い合わせください。

◎限度額認定証（標準負担額減額認定証）
の有効期限は⚗月⚓⚑日（土）です

◎⚗⚐歳以上の国民健康保険加入者に
『高齢受給者証』を送付します
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